
東日本大震災の被災地においては、被災３県とも有効求人倍率は１倍を超え、全体として多くの求人が存在しているが、職種や条件によって求人と求職との
ギャップが生じ、雇用のミスマッチが生じていることから、その解消に努めていくことが求められる。また、原子力災害により避難生活を続けている方々の中で、
いまだ安定した仕事に就けないまま不安定な生活を送る方々の自立のために、被災者に寄り添った就労支援を実施する。

被 災 者 の 就 労 支 援 施 策 パ ッ ケ ー ジ に つ い て

ハローワークにおいて、求職者のニーズに応じた求人の開拓・確保、
職業相談・職業紹介、職業訓練への誘導など、個々の被災された求職
者に寄り添い、きめ細かな就職支援を行う。

ハローワークにおける就職支援
平成28年度予算（案）
574億円の内数

・求職者の状況に応じ、担当者制等による個別の職業相談・職業紹介
を行う。

・全国ネットワークを活用した広域職業紹介を行う。
・仮設住宅等へ直接出向き、当事者に寄り添う形でのよりきめ細かな

職業相談・職業紹介を行う。

福島避難者帰還等就職支援事業
平成28年度予算（案）

4.3億円

原子力災害による避難指示区域等からの避難者の福島県外・県内避
難先における就職支援を行うとともに、地元への帰還・就職が円滑に
進むよう就職支援体制の充実を図る。

・避難者の多い都府県（山形、埼玉、東京、新潟、大阪）のハローワー
ク内に「福島就職支援コーナー」を設置し、福島県へ帰還して就職す
ることを希望している避難者に対して、きめ細かな支援を行う。

・首都圏等において福島県内の企業を集めた合同就職面接会を開催
する。

・福島労働局、福島県、原子力災害被災12市町村の連携・協力の下、
福島県、市町村及び関係機関で構成する協議会において福島雇用
促進支援事業実施計画を策定し、当該計画に基づく雇用確保に係る
事業、就職促進に係る事業、職場体験事業等により地元への帰還・
就職が円滑に進むよう支援を行う。

・原子力災害被災12市町村からの避難者全世帯へ福島県を通じて、
就業支援策等についての情報提供を行う。

原子力災害対応雇用支援事業（仮称）（新規） 平成28年度予算（案）
42.5億円

原子力災害の影響を受けた被災者の一時的な雇用の確保等を通じた
生活の安定を図るため、民間企業・NPO等への委託により雇用・就業
機会を創出する。
・福島県内の災害救助法適用地域の事業所に勤務していた、または

居住していた方等を雇用する事業を自治体が実施。
・次の安定雇用への円滑な移行につながる人材育成を併せて実施。

事業復興型雇用創出事業
平成28年度予算（案）

40.7億円

職業訓練の実施
平成28年度予算（案）
1147.8億円億円の内数

離職中の方を対象として、地域や産業界のニーズを踏まえた公的職業
訓練を実施する。特に被災３県においては、被災した離職者向けの特
別訓練コース（建設機械の運転等）の設定など、職業訓練を機動的に
実施する。

被災地の雇用のミスマッチ対策に資するため、ハローワークにおけるき
め細かな就職支援と併せて、産業施策と一体となった雇用面での支援を
行い、復興に不可欠な生業を中心とする産業の早期自立と安定的な雇
用の確保を図る。
・国や自治体の補助金・融資の対象となっている被災地の中小企業が、

ミスマッチ分野等において期間の定めなく被災求職者を雇い入れた
場合に人材育成等のための費用を３年間助成。（原則１人120万円、
福島県15市町村は225万円）

など
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就 職 支 援

人 材 確 保

復興・創生期間における総合的な雇用対策について

有 効
求 人
倍 率

○震災等対応雇用支援事業
被災３県雇用創出実績 約１１万人
※Ｈ２３～Ｈ２６年度実績

政 策

目 的

岩手県 ０．５０ → １．１１ １．０１（Ｈ２５年５月）

宮城県 ０．５２ → １．２８ １．０４（Ｈ２４年４月）

福島県 ０．５１ → １．４２ １．０１（Ｈ２４年６月）

（Ｈ２３年２月） （Ｈ２７年３月）

主 な

実 績

集中復興期間 復興・創生期間

○事業復興型雇用創出事業
被災３県雇用創出実績 約１２万人
※Ｈ２３～Ｈ２６年度実績

など

雇 用 創 出

ミ ス マ ッ チ の 解 消

今
後
の
取
り
組
み

○原子力災害対応雇用支援事業（仮称）

○事業復興型雇用創出事業

○個々の被災者に寄り添った就労支援○ハローワークの求人開拓・確保と職業紹介
被災３県就職件数実績 約５６万件
※Ｈ２３～Ｈ２６年度実績

雇用創出からミスマッチの解消へ
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ハローワークにおける職業相談・職業紹介等の就職支援

○ ハローワークが全国ネットワークを活用し、次のような職業相談・職業紹介を実施

(1) 除染及び復興作業により人手不足が生じうる産業の求人開拓・求人確保

(2) 必要な求職者に対して、担当者制による個別支援、訓練への誘導など、きめ細かな就職支援の実施

また、個別相談の際に、就職先が未決定な理由等も把握し、求人情報等を郵送等により提供

(3) 広域職業紹介の実施

・全国の求人情報が検索できるシステムによる広域的な職業紹介の実施。

(4) 出張相談の実施

・ハローワークから仮設住宅等へ出向き、職業相談、雇用保険の手続きの相談、労働相談、メンタルヘルス相談等を実施

(5) 職場見学会、合同就職面接会を開催

・水産加工業等、地元企業への職場見学会、地方自治体等とも協力した就職面接会を開催

合同就職面接会職業相談の様子 職場見学会案内

平成28年度予算（案） 574億円の内数
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福島復興再生特別措置法（平成２４年法律第２５号）第６８条及び第７７条の規定に基づき、福島の労働者の職業の安定を図り、また、原子力災
害からの福島の復興及び再生を推進するため、原子力災害の影響により避難指示区域等からの避難者（その避難している地域に住所を移転した者を
含む。）の避難先での就職支援を行うとともに、地元への帰還・就職が円滑に進むよう、就職支援体制の整備を図る。

福 島 避 難 者 帰 還 等 就 職 支 援 事 業 平成28年度予算（案） 4.3億円
（平成27年度予算額 4.7億円）

福島雇用促進支援事業

福島県内のうち、避難解除区域に帰還する労働者等の雇用の安定に取
り組む地域の関係者から構成される協議会が策定した雇用対策・就職支
援の取組を国が選定し、当該協議会に事業を委託して実施。

福島避難者等就職支援事業

① 就職支援ナビゲーターを配置し、福島県内に避難している
求職者及び避難元の求職者に担当者制も含めてきめ細かな職業
相談・職業紹介を実施。

② 福島県内避難先に従来から設置されているマザーズコーナー
の運営体制を充実させ、帰還するまでの間の避難先での一時的
な就業または帰還地域での就業を希望する子育て中の求職者
個々の希望に応じたきめ細かな就職支援を実施。

福島県避難者が多い地域

福島帰還希望者就職支援事業

「福島就職支援コーナー」を山形、埼玉、東京、新潟、大阪労働局管
内のハローワークに設置し、福島県へ帰還して就職することを希望して
いる避難者に対して、きめ細やかな支援を行う。
また、福島県内の企業を集めた合同面接会を大都市圏等で実施。

福島雇用創出総合支援事業

就職支援コーディネーターを配置し、福島雇用促進支援事業、地域
雇用開発促進法に基づく実践型地域雇用創造事業等、市町村の実情に
応じた活用方法等を提案し、福島県内の市町村での雇用創出の取組を
総合的に支援。
また、福島就職支援コーナーへの情報提供等、積極的に連携。

福島就職支援コーナー設置地域

合同面接会実施地域

新潟 山形 埼玉

大阪東京
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厚生労働省

福島県 基金

被災12市町村

及びその出張所
等所在自治体

民 間 企 業 等

基金から補助

事業を委託

雇用機会の創出

事業を委託

福 島 県 被 災 求 職 者

雇用 ハローワーク

求人・求職の
マッチング

≪事業スキーム≫

交付金の交付（一部を基金へ積み増し）

◆ 事業概要

○ 次の雇用までの一時的な雇用の場を求める福島県被災求職者に対し、企業、ＮＰＯ等への

委託により、雇用・就業機会を創出し、生活の安定を図る。

◆ 実施要件

○ 福島県の自治体等が実施する原子力災害由来の事業等（他の事業で措置できない事業

に限る）を対象とする。

○ 次の安定雇用への円滑な移行につながる人材育成を併せて実施する。

○ 事業費に占める新規に雇用される対象者の人件費割合は１／２以上。

○ 雇用期間は１年以内（複数回更新可）

○ 長引く 原子力災害の影響により、福島県における雇用の復興にはなお時間を要するとともに、依然として多くの被災者が避難する
状況が続いている。

○ 平成28年度以降、避難指示区域の解除等を契機に、県外避難者や、長期の非就労状態にあった方が急激に労働市場に流入す
ることが予想される。

○ こうした方々の雇用が安定するまでの準備期間に限り、次の雇用までの一時的な雇用の場を確保し、生活の安定を図る。

趣 旨

事業の概要

◆事業内容
○事業実施期間：平成２８年度末まで

（ただし、平成２８年度までに開始した基金事業については平成２９年度末まで）
○実施地域：福島県全域
○対象者：福島県被災求職者

①福島県に所在する事業所に雇用されていた者
②福島県に居住していた者

のいずれかに該当し、かつ過去１年間に福島県内で震災等対応雇用支援
事業以外の仕事に就いていない者

原 子 力 災 害 対 応 雇 用 支 援 事 業 （ 仮 称 ） （ 新 規 ）
平成28年度予算（案） 42.5億円

※一部は緊急雇用創出事業臨時
特例基金 への積み増し（19.6億円）

（注） これまで実施してきた「商工会等の復興支援員配置事業（27年度予算額5.4億円、150名）」
は、引き続き、本事業で対応。

市町村

事業を委託

交付金の交付
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事 業 復 興 型 雇 用 創 出 事 業

事 業 概 要

○ 被災地では雇用情勢が改善しているものの、建設、水産加工、介護などの分野では人手不足が慢性化しており、一方で安
定した職業に就けない被災者が多数存在するなど雇用のミスマッチが生じている。さらに事業所用地の整備に時間を要してい
ることなどが重なり、本格的な雇用復興はなお時間を要する状況にある。

○ こうした被災地特有の現状に対応するためには、復興に不可欠な生業を中心とする産業の早期自立と安定的な雇用の確保
を図る必要があることから、中小企業が雇用のミスマッチ分野等において求職者を雇用する場合に、産業施策と一体となって
雇用面から支援を行うことで、その解消を図るものである。

【事業実施期間】

平成２８年度までに事業を開始した場合に３年間支援（平成28年度～平成31年度）

【実施地域】

岩手県（沿岸部）、宮城県（沿岸部）、福島県（全域）

【対象事業者】

中小企業法第２条第１項に規定する中小企業者（福島県の被災15市町村を除く）

に該当する事業所であって、以下のいずれかに該当する事業を実施する事業所

【支給事由】

被災地の事業所においては、復興需要等に伴う人手不足など、被災地特有の事情により人
材の確保に困難が生じていることから、産業施策の支援を受けたのち、期間の定めなく求職
者を雇用した事業主に対し、計画的な人材育成や職場環境整備などのための資金を助成す
るもの。

【対象者】

被災求職者

【支給額】

・１人当たりの助成額 １２０万円〔短時間労働者は６０万円〕（3年間）
※支給額は段階的に減らす仕組みとする
※ただし、福島県にあっては、被災15市町村内で事業を行う対象事業所の1人当たりの

助成額を225万円（短時間労働者は110万円）とする。
・１事業所につき２，０００万円を上限

① 国や自治体の補助金・融資（新しい事業や地域の産業の中核となる事業を対象に
するもの。）の対象となっている事業所

② ①以外で、雇用のミスマッチが生じている分野等の「産業施策と一体となった雇用
支援」 と認められる事業

求 職 者

被 災 県

民間企業等

従 業 員 の 確 保

施設整備等
に係る経費を
補助

雇用 ハローワーク
（求人・求職のマッチング）

交付金の交付

ＯＪＴ費用や雇用管理改善等の
雇入経費を助成

グループ補助金等

事業計画の提出

本事業による助成金

厚生労働省

基金

産業施策
・経産省
・農水省
・自治体等

趣 旨

平成28年度予算（案） 40.7億円
※緊急雇用創出事業臨時特例基金

への積み増し
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